
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年12月）について  

「就労」と「結婚・出産・子育て」の二者択一構造を変え、  
若者、女性、高齢者など働く意欲を持つすべての人の労働市場参加を実現しつつ、  

国民の希望する結婚・出産・子育てを可能とする  

働き方の改革による仕事と生活の調和の実現   

＝「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・  

バランス）憲章」及び「行動指針」  

の両輪として進めることが必要  

包括的な次世代育成支援の枠組み  
Ⅲすべての子どもの健やかな育成の   

基盤となる地域の取組  

○妊婦健診の支援の充実  

○地域子育て支援の面的な展開  

○全小学校区に子どもの居場所設置  
○社会的養護を必要とする子どもに   

対する支援の充実   

＜追加所要額＞   

1800億円   
（社会的養護に関するものを除く）  

Ⅱすべての子どもの健やかな育成   

を支える対個人給付・サービス  

○すべての子育て家庭に対する一   

時預かり制度の再構築  

○子育て世帯の支援ニーズに対応   

した経済的支援の実施  

＜追加所要額＞   

2600億円（児童手当を除く）  

（※）追加所要額は、仕事と生活の調和を推進し、国民が希望する結婚や出産子育ての実現を支えるための給付・サービスについて、一定の整備水準を仮定して試訝。   





【岨 旨】  児霊福祉法等の一部を改正する法律案概要  

「芋ど態と家族を煎擬する日本」支点戦略葛篭絡まえ、涙駐的漠背事幾等の新たな軍籍て愛媛サ】ビスの癖臥盛時蕾受け  
だ芋ども等に対する家慈的環境蓼こおける蝶緋の充実、仕事と生活の両立安雄のための鵜般事業主行動計車の策定の促遮荘  
ど、地域や織機における次世代脅威受援対策を推渡するための所筆の改正養行うや  

【主な内召】  

域lこ避け苺次世代  

i二1ニ新たな子育て支援サービスの  （   法曹の一 正）  

（）一定の笑を確保しつつ、多様な主体による保育サービスのき及促進とすべての家定における手育て王様の拡充蚕図るため、新たlこ雲底的煤毒   

手楽∴保肯ママ〕、すべての手どもを文∃象とした一時預か、り事業、乳児吉良全戸訪問事業（こんにらは赤らやん手業）、貴肯支脂肪問塞喪放び池   

捕手育て支撞拠点事業を法律上創設し、市町村におけるサービスの実施の促進毒を臨る．・  

普 ‾な状、にある子どもやま族に対する支援の強†（  法専の一躍正）  
0 撃穣制度意社畠的難球の受皿として拡充する監め、隷挙縁組を蘭漣としなbl里親（褒背墾親）葱制度化し、一定の研修壷要件とするなど里親制   

度を見直す。  

0 蜜庇的な環境における子ともの養育を推進するため、虐待を重けた了とも寺を養育壱の住居において土肯する拳禁（ファミリーホーム）を創設。  
0 児韮静雄施投等の内部における虐待対策の強電ヒのため、虐待密漁穐した琶の通巻楯等蓉泣け義隆凱地域に逝ける児霊感時期湊の強化竜汚う。  

0 働き方の見直しも踏まえた中長期的な子育て支援サービスの基盤聖廟き過るため、市町村の行動計盛衰定に当たり参酌すべき保育サービスの1  

専に関する‡票華を国において定める等の見直しを行う。  

成支援討議の撼  における次世代   lslilsli 

0 仕掌と落滋欄豊蕾支援する紀めの濫用環鵠の整備等について蕩裟妄がま幣定する犠般謹業主行動計薗の折定・届出の義務つけの対象範囲蓉  

従稟員＝り1人以上企業から従業員101人以上企業に拡大するn  
ロ ー毅蓄業主行動計画の公表隷従楽員への周知を計画の策定・届出農務のある企議に敦搭つける。  

（精巧柏日）  

0 原則として平成乏1年ヰ月1乱（‡拗行動計曹潰走指針の見直し等絞出布の日伊ら艶絆して6ケ月喜超え箋軌礪醤で政葡で定め苺短、王の診の墾横制度   

の貝毒しは平成21年1月1日、蜜旺恥保持さ業（保育ママ）の制度化専は平成22年4月1日、並の一般書養主行動計画の鋸象範囲の拡大は平成23年ヰ月1日〕  

9   



－ コ  

《保育サービス》  

・役割の拡大に応じた保育の担い手の車門性の向上、職員配置や保育環境の在り方の検討が必要。  
■保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、保育サービス全体の「質lのl  考える必要。  

次世代育成支援は、「未来への投資」や「仕事と子育ての両立支援」の側面も有し、社会全体（国、地方公共団体、事業  

、 個人）の重層的負担が求められる。  
給付・サービスの「目的・受益は「費用負担1は連動すべきことを踏まえ、関係者の費用負担に踏み込んだ議論が必要。  

地方負担にういては、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組みが必要。  

事業主負担については、「仕事と子育ての両立支援lや「将来の労働力の育成」の側面、給付・サービスの目的等を考慮  
は重要な課題。低所得者に配慮しつつ、今後、具体的議論が必要。   



5働 ビスの提供の仕組みの検討  
・今日のニーズの変化に対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、良好な子どもの育成環境と親の成長を支援する  
対人社会サービスとしての公朗性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方）圭   

基本に、新しい保育サービスの提供の仕組みを検討していくことが必要。  
については、より普遍的な両立支援、また全国どこでも必要なサービスが保障されるよう、客観的に  

の在り方についても、新しい保育メカ≡ズムの考え方を踏まえ、利用者の選択を可能とする方向で検討。  
その際、必要度の高い子どもの利用の確保等、市町村等の適切な関与や、保護者の選択の判断材料として機能しうる  

の仕組み等の検討が併せて必要。また、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質の  
向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要。  
新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量】の保障と財源確保が不可欠。  
幼稚園と保育園については、認定こども園の制度運用の検証等も踏まえた就学前保育■教育の在り方全般 の検討が必要。  

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

・新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、仕事と子育ての両立支援のみならず、  ベての   

対する支援 も同日割こ重要。その量的拡充、質の維持・向上、財源の在り方を考えていくことが必要。  

7働協働  
・保護者、柵 協働により、地域の力を引き出して支援を行うべき。  
・親を一方的なサービスの受け手とするのではなく、相互支援など積極的な親の参画を得る方策を探るべき。  

別な支援を必要と どもや家庭に対 配慮  8 特する子する t新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子どもヾ社会的養護を必要とする子ども、障害児など  
とする子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要。   



㌻  

「新待機児童ゼロ作戦」について（概要）   

目標・具体的施策  集中重点期間の対応  

働きながら子育てをしたいと  

願う国民が、その両立の難し  
さから、仕事を辞める、あるい  
は出産を断念するといったこと  

のないよう、   

○働き方の見直しによる   

仕事と生活の調和の実現   

O「新たな次世代育成   

支援の枠組み」の療築  

の二つの取組を「車の両輪」と  

当面、以下の取組を進めるとともに、集中  

重点期間における取組を推進するため、  

待機児童の多い地域に対する重点的な支  

援や認定こども園に対する支援などについ  

て夏頃を目途に検討  

○保育サービスの量的拡充と提供手   

段の多様化〔児童福祉法の改正〕   

保育所に加え、家庭的保育（保育ママ）、認   
定こども園、幼稚園の預かり保育、事業所内   
保育施設の充実  

○小学校就学後まで施策対象を拡   
大   

小学校就学後も引き続き放課後等の生活の  
場を確保  

○   

法の改正〕   

女性の就業率の高まりに応じて必要となる   

サービスの中長期的な需要を勘案し、その絶   
対量を計画的に拡大  

○子どもの健やかな育成等のため、   
サービスの質を確保   

希望するすべての人が子どもを預けて働くこ  

とができるためのサービスの受け皿を確保し、  

待捜児童をゼロにする。特に、今後3年間を  

期間とし、頗  

完  
＜10年後の目標＞  

・保育サービス（3歳未満児）の提供割合20％  
→38％（※）  

【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の  

提供割合19％→60％（※）   
【登録児童数145万人増】  

して進めていく。  

鷲
 
 

⇒この目標実現のためには 

一定規模の財政投入が必要   

税制改革の動向を踏まえつつ、  
「新たな次世代育成支援の枠組み」   

の構築について速やかに検討。  
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（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12月）」   

における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各主体の取組   
を推進するための社会全体の目棲について、取組が進んだ場合に  
10年後（2017年）に達成される水準  




